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About Giant Group

 １９８４年か ら 成立して ２９年の 経 験 を 持っ
て い ま す 。

 総 計 ５０人の 事務所で あ り 、弁護士、公 認 会
計士、TIPO経 験 を 持っ て い る 専 利 代 理 人 の プ
ロ グ ル ー プ で す 。

 ク ラ イ ア ン ト が フ ァ ー ス ト で あ り 、ク ラ イ ア
ン ト の 要求に 積極的に 対 応 す る よ う な サ ー ビ
ス を 提供致しま す 。
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Giant Group内 外 出 願 一覧
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 専 利 侵 害 の 現 状 （２ ０ １ ０ 年 ~ ２ ０ １ ３ 年 ６ 月 ３ ０ 日 ま で に IP
法 院 の デ ー タ か ら み た 資料 に 基 づ く）

 最近台 湾 で 専 利 に 関 す る 動 向

 台 湾 商 標 実 務
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裁 判 デ ー タ の 確 認
 ＳＣＯＰＥ：２０１０年～２０１３年６月ま で 全 部（ 一

審 、 二 審 、 差 し 戻 し ） の 案 件 が 計 ５ ８ ８ 件 で あ り 、 そ の
中 、 台 湾 特 許 番 号 I309729に 関す る 案 件 を 抜 き 、 裁判 費用
を 納 付 し な い 案 件 を 除き 、 計 ５ ３ ３ 件 で 本 レ ポ ー ト を 作
成 い た し ま し た 。
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事件種別 件 数 %

不當的に 行使專利權に 生じ る 損害賠償請求 5 1%
不當的に 行使知 的 財産 権 の 爭議事項 2 0%
不 正 競 争 行為 差 止 等 請求 6 1%
專利權の 權利金 3 1%
専 利 権 侵 害 差 止 等 請求 控 訴 492 92%
專利權の 契約爭議事件 6 1%
專利權を 侵害す る 行為差し止め 請求 18 4%
専 利 請求權が 存在しな い 争 議 1 0%
合計 533



分 析 一覧 表
西 暦

権 利 種 別 権 利 者 2010 2011 2012 2013合計 平均

商標／実 用 新 案 勝 1 1

国 外 特 許 勝 2 2

特許
敗 40 41 41 17 139

勝 7 10 12 6 35

percentage 15% 20% 23% 26% 20% 21%

特許／実 用 新 案 敗 2 1 2 3 8

勝 1 1

意匠 敗 7 2 5 6 20

勝 3 3 6 5 17

percentage 30% 60% 55% 45% 46% 48%

意匠／特許／実 用 新 案 勝 1 1

実 用 新 案 敗 66 74 68 30 238

勝 15 20 22 11 68

percentage 19% 21% 24% 27% 22% 23%

実 用 新 案 ／意匠 敗 1 1 2

実 用 新 案 ／実 用 新 案 ／意匠 勝 1 1

合計 140 155 160 78 533

権 利 者 勝訴合計 25 36 43 22 126

percentage 18% 23% 27% 28% 24%
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勝 負 率 の 再 検 討
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Percentage, ２回負け ,

13%

Percentage,

２回勝ち , 3%

Percentage, 勝

ち ー 負け , 2%

Percentage, 負け ー 勝

ち , 2%

Percentage, 一回負け

て 済 む, 49%

Percentage,

一回勝っ て 済

む, 14%

２次負け ２次勝ち 勝ち ー 負け 負け ー 勝ち 一回負け て 済 む 一回勝っ て 済 む

種別 ２回負け ２回勝ち 勝ち ー 負け 負け ー 勝ち 一回負け て 済 む 一回勝っ て 済 む

ケ ー ス 70 14 8 8 260 73

Percentage 13% 3% 2% 2% 49% 14%



台 湾 専 利 侵 害 訴 訟 の 弁 護士 た ち (Top 10)
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專利律師 2010 2011 2012 2013 Total

楊祺雄 6 21 8 5 40

賴安國 10 6 6 4 26

桂齊恆 8 8 8 2 26

曾信嘉 4 11 4 1 20

黃章典 11 3 5 1 20

李世章 9 3 2 1 15

張哲倫 2 3 4 4 13

張慧明 7 1 2 1 11

陳居亮 4 3 4 0 11

楊承彬 2 5 2 2 11

533件の 訴訟ケ ー ス に て TOP10の 比率 36% 193



当 所 の 勝 訴 率 (特 許 侵 害 訴 訟 の み ）

2010 2011 2012 2013

Win as Defender 5 1 3 1

Win as Offender 2 1 1 1

Lose as Offender 3 4 2 2

total 10 6 6 4

percentage 70% 33% 67% 50%

Giant Group International Confidential

調査 に よ る と 、台 湾 の 平均的な 専 利 侵 害 賠償 額が NTD45,519,914で あ り 、
当 所が 第７位で NTD99,070,826に 占め て お り ま す 。



台 湾 に お い て 、 外 国 及 び 日 本 の 権 利 行 使 の 対 比
西 暦

権 利種別 権 利 者 2010 2011 2012 2013 合計

特許

外 国 敗 8 10 6 2 26
外 国 勝 4 7 7 4 22

Percentage 33% 41% 54% 67% 46%

日本敗 7 2 4 2 15
日本勝 1 1 2 1 5

Percentage 13% 33% 33% 33% 25%

意匠

外 国 敗 2 0 0 1 3
外 国 勝 0 0 0 1 1

Percentage 0% 0% 0% 50% 25%

日本敗 2 0 1 2 5
日本勝 0 1 3 0 4

Percentage 0% 100% 75% 0% 44%

実 用 新 案

外 国 敗 7 5 6 1 19
外 国 勝 1 2 1 1 5

Percentage 13% 29% 14% 50% 21%

日本敗 2 1 1 4
日本勝 1 1 2

Percentage 33% 0% 50% 0% 33%
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検 討 （勝 訴 に 直 面 す る 課題 ）
記載不備 進 歩 性 新規性

当 発 明 で
は な い

証 拠 な し (方法
特許,鑑定難)

そ の 他

特許 6 61 12 62 15 7

実 用 新 案 3 110 28 122 5 12

意匠 7 2 11 3

ト ー タ ル 9 178 42 195 20 22
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無 効 審 判 の デ ー タ

な し 有 Total 不成立 成立 Percentage 審查中

特許 29 92 121 36 26 28% 30

実 用 新 案 72 294 366 61 82 28% 151

意匠 11 25 36 11 9 36% 5

523
無 効 審 判 を 提起し
た 案件で の 無 効 率



ま と め
1. 知 的 財産 権 の 権 利 者 は 権 利 主 張 を す る 場合、勝訴率が 約２０％～

３０％。

2. 台 湾 に お い て 、実 用 新 案 登 録 出 願権 が 特 許 権 と 同視さ れ て お り 、
物に 関す る 発 明 の 勝訴率が 方法の 発 明 よ り 高い 。

3. 知 的 財産 権 の 種別が 混合して 、権 利 を 行使す る こ と が 裁判所か ら
容認さ れ て い る 。

4. 特許侵害訴訟に て 、 外 国 の 特許の 質が 台 湾 よ り よ い の が う か が わ
れ て い る 。

5. 特許性（特に 進 歩 性 ）の 権 利 行使 に 関す る 疑問が あ れ ば 、な る べ
く 出願前で 当 地 代 理 人 に 打診す れ ば と お 勧 め で す 。
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最近の 台 湾 専 利 に 関 す る 動 向

 一の 発 明 を 二 の 出 願 （二 重出 願 で あ る 特 許 、 実 用 新 案 ）に す る 操
作 方 式 に つ き、 保 護が 本 格 化
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従 来 現 在

1.実 用 新 案 と 特許特許の 出願日が 規定さ れ
て い な い 。
2.二の 発 明 を そ の 一つ に 選べ ば 、他の 出願
は 最初か ら 存在しな い 。
3.二の 発 明 を 選ぶ 時期に つ き、実 体 審 査 を
請求す る 場合や 、オ フ ィ ス ア ク シ ョ ン の
場合と も 規定す る 。

1.実 用 新 案 と 特許特許の 出願日が 同一に し
な け れ ば な ら な い 。声 明 の 義務も 課せ ら
れ る 。
2. 二の 発 明 を そ の 一つ 選べ ば 、権 利 を 得
た 場合、そ の 権 利 が 続 け ら れ る 。
3.二の 発 明 を 一つ の 権 利 に 選択 す る 場合、
特 許 査 定 ま で 選択 で き る 。

• 合 理 的 な 授 権 金
• 実 用 新 案 の 警告 書 が 技術 報 告 書 を 添 付 しな い と い け な い 。



台 湾 商 標 実 務
 台 湾 出 願の 予備常識

1. 台 湾 は ＷＴＯ以外、な ん ら の 国 際 条 約 の 締 結 国 で
は な い （ニ ー ス 協定も PCTも 締結して い な い ）。

2. 簡体字と 繁体字が 違う こ と で 、出願人の 基本資料
を 当 地 代 理 人 に 確認して お い た ほ う が い い 。

3. 出願商品と 役務に か ん して は 、今ま で な い も の を
出願す る 時に は 特別の 措置が あ る 。

4. 職 権 に よ る 無 効 審 判

5. 台湾 商 標 環 境 に 留 意 点
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商 標 識別 あ る か ど うか の 検 証

霜降

雪花石

 出所：２０１３年 台 湾 模 倣 マ ニ ュ ア ル
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商 標 出 願 に 関 す る 拒 絶 理 由 の 対 応

出所：２０１３年 台 湾 模 倣 マ ニ ュ ア ル
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新 商 品 と 新 役 務 に 関 す る 台 湾 出 願 実 務
 新商品（国 際 分 類表に な い も の ）
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日 本 台 湾

29 風化造礁サ ン ゴ を 原料と す る 粉 末 状 の 加工
食品

5 サ ン ゴ 粉 末 状 の 健 康 栄 養 食品

29 カ レ ー ・ シ チ ュ ー ・ ス ー プ の も と 30 咖哩塊

30 フ ロ ー ズ ン ヨ ー グ ル ト 29 凝態發酵乳

16 文房具類 受け 入れ な い

16 携 帯 電話の た め の 護飾的な ス テ ッ カ ー 26 手機吊飾品

18 革ひ も 25 皮帶

25 リ ス ト バ ン ド 28 手腕帶

3 ア ー ト パ ー ツ （チ ャ ー ム ・ ス ト ー ン ・ グ リ ッ
タ ー ・ ブ リ オ ン ）

3 指甲用化粧品 (“cosmetic for nail")

ウ ッ ド ス テ ィ ッ ク 8 指甲修整用具



審 査 の 安 定 性
 ＴＩＰＯの 2003年～今ま で の 資料か ら 見れ ば 、あ わ せ て ６６
４件の 職 権 に よ る 無 効 審 判 が ＴＩＰＯの 商 標 審 査 員 か ら 提起
した も の で あ る 。

 新商品か 新役務を 登 録 す れ ば 、三年後に は 登 録 で き な く な っ
た こ と が あ る 。

例：17管 継 ぎ 手（金属 製の も の を 除く ）Joints for pipes [not of metal]非金屬製管的接合材料

 商 標 譲渡 (Transfer)の 認定（移 転か 、変 更 か ）

Ａ社－＞Ｂ社

Ａ社－＞ Á社（社 名 変 更 、会 社 の 国 籍 変 更 ）No.930464
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西 暦 2008 2009 2010 2011 2012

商 標 件 数 59,568 59,669 66,496 67,620 74,357

審 査 員 か ら 提起した 無 効 審 判 9 11 6 0 0



台 湾 商 標 環 境 に 留 意 点
 １８類と ２５類の 互い に 影響さ れ て い る 。

例：服を 登 録 す れ ば 、カ バ ン 、靴な ど は 登 録 で き な い 。

 ホ ロ グ ラ ム 、 匂 い な ど に 関す る 商標は 査 定 さ れ た こ と
は な い 。

 商標の 侵害を 除去す る 権 利 、侵害防止を 請求す る 権 利
、請求 権 者 が 損害及び 賠償義務者の 存在を 知っ た と き
か ら 2 年間行使しな い と 消滅す る 。侵 権 行為 が あ っ た
と きか ら 10年を 経 過した 場合も 同 様 で あ る 。（時 効 の
期間の 計算、侵害期間の 証明）
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ご 清 聴 有 難 うご ざ い ま した ！


